
東広島市外の一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱手続きフロー 

 

           

          

           

 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

           

 

 

 

※印は事前協議書の記載事項に変更が生じた場合のみ適用する。 

 

 

  

搬入する一般廃棄物に関する事業計画の作成 

一般廃棄物処理実施計画の作成 

事前協議書の提出（様式第１号） 

東広島市による審査 

東広島市による審査 ※ 

東広島市からの承諾通知（様式第３号） 

廃棄物処理法施行令第４条第９項による通知（任意様式） 

変更協議書の提出（様式第２号） ※ 

一般廃棄物の搬入 

搬入実績報告書の提出（様式第４号） 

３０日以内 


